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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動手段と接触している台の上に固定された状態に配置された体の部分を含む、神経的
に誘発される又はその他の自己要因によるヒトを含む動物の組織の移動の補正方法であっ
て、
（ｂ）該組織の中若しくは近傍に配置された指標マーカーから又は指標マーカーとしての
該組織の中若しくは近傍の解剖学的構造体から、高速ビデオカメラ、レーザードップラー
シフト検出装置、３－Ｄ超音波装置、磁気共鳴装置、Ｘ－線装置により位置データを採取
し；
（ｃ）呼吸筋（Ｒｅｓｐ－ＥＭＧ）のデータ、心電図（ＥＣＧ）データ、呼吸気流量から
のデータ、神経系における神経モーター指令のデータ及び平滑筋活動に関するデータから
選ばれる源活動データ（source activity data）を採取し；
（ｄ）該位置データと該源活動データをマイクロプロセッサにより関連付けて、予測対応
を生み出し；
（ｅ）該予測対応に基づいて該源活動データによって油圧手段、ソレノイド手段及び電気
モーター手段から選択される移動手段を制御して、該神経的に誘発される又はその他の自
己要因による該組織の移動を補正するように該台を移動させる；
ことを含む方法。
【請求項２】
　（ｆ）上記予測対応を、間隔を置いて又は連続的に更新する；
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ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　移動の開始又は終了時点において、上記移動手段による組織の加速及び／又は減速に関
して該移動手段を制御することを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　上記台の補正的移動が直線的、平面内、三次元空間内のいずれかである、請求項１から
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　該動物若しくはヒト、又はそれらの体の部分を上記台に対して固定した関係に保持する
ための固定化手段を該台が含む、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　上記固定化手段が上記台の頂部に搭載された枠を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　上記台又は枠が、クラッチ、リボン、テープ、接着パッド又はリボン、Velcro（登録商
標）ストラップから選択されるロッキング（locking）手段を含む、請求項５又は６に記
載の方法。
【請求項８】
　上記予測対応に基づいて上記源活動データにより制御される上記移動手段によって、上
記台に関して上記枠を追加的に移動することを含む、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　一方向における上記台及び／又は枠の移動手段が、粗移動手段及び精密移動手段を含む
、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　位置センサーからのフィードバックに基づいて該精密移動手段による上記台又は枠の移
動を補正することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　上記指標マーカーが、インクマーク、着色接着パッド、金属埋込み、発光ダイオード、
組織構造体から選択される、請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　神経的に誘発される又はその他の自己要因による、ヒトを含む動物の組織の移動を補正
するシステムであって、
　該組織を含む動物若しくはヒト又はそれらの体の部分を固定化する手段を備えた台；
　該台と接触する１つ又はそれ以上の移動手段；
　該組織の中又はその近傍に配置されたマーカーから位置データを採取する手段；
　１つ又はそれ以上の移動源から源活動データを採取する手段；
　該位置データと該源活動データを関連付けて予測対応を発生させるマイクロプロセッサ
手段；及び
　該予測対応に基づいて該源活動データによって１つ又はそれ以上の該移動手段を制御す
る手段；
を含む補正システム。
【請求項１３】
　上記予測対応を、間隔を置いて又は連続的に更新する手段を含む、請求項１２に記載の
システム。
【請求項１４】
　移動の開始又は終了時点で、上記移動手段による上記組織の加速及び／又は減速に関し
て上記移動手段を制御する手段を含む、請求項１２又は１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　上記台の補正移動が直線的な、平面内の、又は三次元的移動を可能とするものである、
請求項１２から１４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
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　上記固定化手段が上記台に対して固定された又は移動可能な関係で搭載される、請求項
１２から１５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
　上記固定化手段が１つ又はそれ以上のロッキング手段を備えた枠を含む、請求項１６に
記載のシステム。
【請求項１８】
　上記ロッキング手段が、クラッチ、リボン、テープ、接着パッド又はリボン、Velcro（
登録商標）ストラップから選ばれる、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　上記移動手段が油圧手段、ソレノイド手段及び電気モーター手段から選ばれる、請求項
１２から１８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２０】
　一方向への上記台及び／又は枠の移動手段が、粗移動手段及び精密移動手段を含む、請
求項１２から１９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２１】
　上記位置データ採取手段が、高速ビデオカメラ、レーザードップラーシフト検出装置、
３－Ｄ超音波装置、磁気共鳴装置、Ｘ－線装置を含む、請求項１２から２０のいずれか１
項に記載のシステム。
【請求項２２】
　上記指標マーカーが、インクマーク、着色接着パッド、金属埋込み、発光ダイオード、
組織構造体、生体吸収性放射線非透過性材料から選ばれる、請求項１２から２１のいずれ
か１項に記載の補正システム。
【請求項２３】
　上記源活動データを採取する手段が、下記の１つ又はそれ以上：呼吸筋（Ｒｅｓｐ－Ｅ
ＭＧ）データ、心電図（ＥＣＧ）データ、呼吸気流量からのデータ、神経系における神経
モーター指令のデータ及び平滑筋活動に関するデータを含む、請求項１２から２２のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項２４】
　上記台の線形移動のための駆動手段が、同一方向及び／又は反対方向に作用する２つ以
上の駆動下位手段を含む、請求項１２から２３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２５】
　上記台が実質的に平坦であり、そしてその水平面に対応する面内を移動するよう設計さ
れている、請求項１２から２４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２６】
　上記台が平坦な支持体の上に静置され、そして該支持体上に水平面内に配置可能である
、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　神経的に誘発される又はその他の自己要因によるヒトを含む動物の組織の移動の請求項
１に記載の補正方法であって、該組織の移動補正が、神経的に誘発される又はその他の自
己要因による移動源からの電気的信号によって開始される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、神経的に誘発される又はその他の自己要因による、ヒトを含む動物の組織の
移動の補正方法、及び対応するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術、特にマイクロサージェリー（顕微手術）において、検体試料の取得において
、医用撮像において、ニューロン及びグリア細胞からの電気的活動の記録において、そし
て組織の治療的照射において、一方の罹患組織と、他方の手術装置、生検探子、撮像装置
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又は照射ビームの間の幾何学的関係は安定しているべきである。患者は、その人が手術な
どの間に動くのを防ぐために、部分的に又は全体的に支持体の上に固定化できるものの、
これによって自律的制御下にある組織が動くことを防ぐこと、及び、例えば、患者が呼吸
し又は換気し又は目を動かすことを妨げることはできない。
【０００３】
　そのような動きに対処する方法が従来技術において知られている。それらの方法には、
組織を撮像するための装置、又は組織を照射するための線源、又は生検のための器具のよ
うな組織と相互作用する器具などに対する、問題の組織の変化する位置、即ち、動きをモ
ニターすることが含まれる。この装置、線源又は器具は、組織に対するその空間的関係を
保持するよう、又は組織上に合わせたその焦点を長時間に亘って一定に保持するよう、動
いている組織に対して鏡映のようにモーター手段によって移動する。この移動をもたらす
モーター手段は、組織の動きをモニターすることによって取得される位置データに基づい
て、マイクロプロセッサ手段によって制御される。このように、従来技術において公知の
方法では、組織の動きをできる限り綿密に追跡し、この追跡において取得される位置デー
タを、マイクロプロセッサ手段を介して、モーター手段を可能な限り迅速に制御するため
に使用することを目指している。
【０００４】
　これらの従来技術において公知の方法に伴う問題は、それらが単に組織の動きに対応す
るのみで、それはしばしば予測することが困難な点である。組織の動きの登録と、マイク
ロプロセッサによって制御され、実効するモーター手段によって実施される、それに基づ
く対応手段との間の時間的ずれのために、そのような神経的に誘発される又はその他の自
己要因による組織の移動の許容される補正がしばしばできなくなる。
【０００５】
　不随意な体の動きの源には、心臓の鼓動、呼吸、腸の蠕動的な動き、及び筋肉の震えが
挙げられる。種々の器官及び組織のこれらの動きは、殆どの場合、互いに関係が無い、即
ち、非調和的であり、そしてしばしば均一ではない。それらは、複雑な様相で相互作用す
ることができ、生理学的に無関係な動きを起こし、互いに付加され又は互いに補正される
。殆どの場合、それらは問題の組織の単なる撮像からは予測することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、従来技術において公知の補正方法のいくつか又は全ての欠陥に苦しむ
ことのない、前述の種類の方法を提供することである。
【０００７】
　本発明の別の目的は、その方法を実施するためのシステムを提供することである。
本発明のその他の目的は、本発明の以下の記述、図面に例示されたその多くの好ましい実
施態様、及び添付された請求の範囲から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に従えば、神経的に誘発される又はその他の自己要因による、ヒトを含む動物の
組織の移動の補正（compensating）方法が提供され、ここで、組織の補正移動は、神経的
に誘発される又はその他の自己要因による移動源からの電気信号によって開始される。
【０００９】
　より具体的には、本発明に従えば、移動手段と接触している台の上に固定された状態で
配置された体の部分を含む、神経的に誘発される又はその他の自己要因による、ヒトを含
む動物の組織の移動の補正方法であって、組織の中又はその近傍に配置された１個又は数
個の指標マーカーから位置データを採取し；１個又は数個の移動源から源活動データを採
取し；位置データと源活動データを関連付けて予測対応を生み出し；予測対応に基づく源
活動データによって移動手段を制御する；ことを含む補正方法が提供される。本出願にお
いて、「移動した組織」とは、自己要因による移動が補正されるべき組織である。移動し
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た組織の「近傍の」組織とは、移動した組織と呼応して動く組織である。「自己要因によ
る」とは、移動の源又は要因が、自身に、特に、自身の神経系に存在すること意味する。
本発明の方法は、組織の移動をマクロ範囲で、即ち、ｍｍからｃｍの範囲で補正すること
ができるが、ミクロ範囲、即ち、ｍ－４からｍ－６及びそれよりも小さい範囲でも補正す
ることができる。撮像法によって得られる位置データから組織の動きを追跡する従来技術
における公知の方法に比べ、本発明の方法は、源活動データからの動きの予測に基づいて
いる。
【００１０】
　本発明の方法は、予測対応を、間隔を置いて又は連続的に更新することを含むことが好
ましい。
【００１１】
　本発明の方法によって、自己要因によるその移動を補正する場合、移動手段によって引
き起こされる、以下において「人工的移動」と呼ばれる組織の移動、特に、移動－補正の
動きの開始及び／又は終了時点でのその突然の組織の加速及び／又は減速による組織の移
動を考慮することが好ましい。人工的移動を防ぐため又は最小化するために、スプリング
コイル又はゴム緩衝手段のような物理的制振手段を配置することができる。物理的制振手
段の代替法として又はその追加として、移動手段の加速及び／又は減速を制御するソフト
ウエアプログラム手段を供することができる。
【００１２】
　本発明の第１の好ましい態様に従えば、台の移動は直線的である。
【００１３】
　本発明の第２の好ましい態様に従えば、台の移動は平面内である。
【００１４】
　本発明の第３の好ましい態様に従えば、台の移動は三次元的である。
【００１５】
本発明の第４の好ましい態様に従えば、台は、動物若しくはヒト又はそれらの体の部分を
台に対して固定した関係に保持するための手段を含む。この保持手段は、好ましくは、台
の上面の上に配置される；それは、台の上に又は台と一体になって搭載される。この保持
手段は、クラッチ、リボンなどを供された枠であって、その中に人若しくは動物又はその
体の部分が置かれ、それに固定される、枠であり得る。この枠は、動物若しくは患者又は
その体の部分を所望する位置に保持するための台の上に移動できるように配置することが
できる：例えば、台の上面に配置された穴の列のねじ込み穴の数に対応して、１個から６
個のねじのように、限られた数のねじによって、枠を台に固定することができる。この枠
は、台の上面の選ばれた位置に挟み付けることもできる。動物若しくは患者又はそれらの
体の部分の固定又は固定化の手段の選択は重大ではない。この目的に好適ないかなる開放
可能な固定手段も使用することができる。
【００１６】
　本発明の更に好ましい態様に従えば、移動手段は、油圧手段、ソレノイド手段及び電気
モーター手段から選ばれる。一方向への台の移動のために２つの移動手段：粗移動のため
の第１の手段及び精密移動のための第２の手段の使用のように、異なる種類の移動手段を
組合せて使用することは、本発明の範囲内である。精密移動のための手段は、位置センサ
ーからのフィードバックに基づく移動補正に有利に使用される。
【００１７】
　もし移動した組織が粘膜組織、特に皮膚組織又は粘膜若しくは皮膚に隣接する組織の場
合は、指標マーカーが粘膜又は皮膚に配置されることが好ましい。マーカーは、例えば、
皮膚に付けられるインクマークであり得る。マーカーの位置は、ビデオ、特に、高速ビデ
オのように写真的に確定することができ、このように位置データはビデオデータであり得
る。もし、移動が三次元的である場合は、粘膜の上、特に皮膚に配置されたマーカーの移
動を、２つ以上の角度からモニターすることが好ましい。粘膜の上、特に皮膚の上に配置
された発光ダイオード（ＬＥＤ）又はその他の小型光源も指標マーカーとして使用できる
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。代替法として、マーカーの位置をレーザードップラーシフト検出装置によって追跡する
ことができる。
【００１８】
　もし、移動した組織が、その移動が粘膜又は皮膚の上にそれぞれ配置されたマーカーの
観察によって容易に追跡できないような、粘膜又は皮膚からの距離にそれぞれ位置するも
のである場合は、そのマーカーは移動した組織中に又は移動した組織に隣接する組織中に
埋め込まれたものである。そのような場合、マーカーは、超音波、磁気共鳴、Ｘ－線のよ
うな適切な組織浸透性画像技術によって検出できるものである。埋め込まれたマーカーは
、好ましくは金属製であり、又は金属を含む。代わりに、深部組織中に埋め込まれたマー
カーの動きを、外科手術的に埋め込まれた光ファイバーによって追跡することができる。
その位置が前記方法の１つによって追跡可能な、移動した組織の上又は中、又は移動した
組織に隣接する組織の上又は中の解剖学的構造体を、埋め込まれたマーカーとして使用す
ることも本発明の範囲内である。埋め込まれたマーカーが、そこに埋め込まれている組織
によって再溶解されるものであることも好ましい。再溶解性の埋め込みマーカーに好適な
材料は、例えば、ポリ（ラクチド）、ポリ（グリコリド）、ポリ（ラクチド、グリコリド
）のようなポリエステルであり、そして、場合により、炭酸カルシウム及び燐酸カルシウ
ムのような、放射線非透過性で生体適合性がありかつ再溶解性の材料を含有するそれらの
マトリックスである。再溶解性で放射線非透過性のマーカーが、米国特許第２００５／０
０３６９４５号及び米国特許第６，８６２，４７０Ｂ２号に開示されており、これらの公
報は、参照することにより本明細書に取り込まれている。
【００１９】
　好ましい源活動データは、呼吸筋（Ｒｅｓｐ－ＥＭＧ）のデータ及び心電図（ＥＣＧ）
データのような、骨格筋からの筋電図（ＥＭＧ）データを含む。
【００２０】
　本発明の第２の好ましい実施態様に従えば、駆動手段は台の面内移動を可能にする。
【００２１】
　本発明の第３の好ましい実施態様に従えば、駆動手段は台の三次元的移動を可能にする
。
【００２２】
　本発明の別の好ましい実施態様に従えば、台の線形駆動手段は、同一方向及び／又は反
対方向に作用する２つ以上の駆動下位手段を含むことができる。ｃｍ範囲ともう一方はｍ
ｍ範囲の移動用の駆動手段、又は、一方はｍｍ範囲でもう一方はミクロン範囲のような、
粗移動用駆動下位手段と精密移動用駆動下位手段の組合せが好ましい。好ましい実施態様
に従えば、精密移動用駆動手段は粗移動用駆動手段と別個に配置され、好ましくは、問題
の組織が位置する体の部分に出来るだけ近くに配置される。特に好ましいのは、精密制御
用の駆動手段による、台に対する枠移動の制御である。精密制御用の駆動手段は、電気モ
ーター又は油圧式シリンダーを含むことができる。心臓の鼓動又は呼吸に起因する動きの
ような脳幹の動きが補正されるべき本発明の実施態様においては、精密制御用駆動手段が
、枠上で又は患者若しくは動物の頭骸骨の上で作用するように配置される。
【００２３】
　本発明の台は、好ましくは実質的に平坦であり、ほぼその水平面に対応する面内を移動
するように設計される；好ましい実施態様において、台は介在する球体の列を介して、支
持体の１つ又はそれ以上の平坦面の上に静置される。もし支持体が２つ以上の面を含む場
合は、それらは１つ又はそれ以上の平行面内に配置される。台の移動に対する摩擦抵抗は
出来る限り低く保持されるべきである。台の移動に対する摩擦抵抗が最小化される、別の
好ましい支持体上の台の配置は、空気流のクッションを介することである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　患者３０は、本発明の位置決めシステムの第１の実施態様の位置決めテーブル１の、患
者又は動物の台３の上に、仰向けになった位置に静置される（図１；図２、２ａ及び３も
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同様に参照）。この台３は、一般的形態の矩形板を有する。患者は剛体の台３の上に複数
のストラップ３１によって固定される（図１）。この位置決めシステムは、オペレータイ
ンターフェース２５を有する移動制御ユニット２を含む。この台３は、その平行で平坦な
下面によって規定される水平面内を移動でき；この台は、台３及びロッキングリング２０
によってベアリング内に確保されている球体の配列（図３）を有する、対応する形態の下
面を鏡映する剛体支持体４の平行で平坦な上面の上を滑走する。図１において、台３と支
持体４の間の間隙は、多少誇張して示されている。台３は、シリンダーハウジング７、８
、９、１０内に配置された空気圧シリンダーによって制御され、共に操作されるピストン
対１１、１２；１３、１４によって水平に移動することができる。各対のこれらのピスト
ン１１、１２；１３、１４は、中央部で台３の反対側の壁に固定される。シリンダーハウ
ジング７、８、９、１０は、それぞれレール１６、１７、１８、１９の上を走り、これら
は、中央部で支持体４の反対側の壁に搭載され、水平方向に延びている。支持体４は、中
央部で円形足部６を含む柱５によって支持されている。移動制御ユニット２による制御下
で、ケーブル２１、２２、２３、２４を介して、ハウジング内の電気ポンプ（図示されて
いない）によって、ハウジング７、８、９、１０内の空気圧シリンダーに液体が供給され
る。制御ユニット２は、マイクロプロセッサ及びメモリー内に保存された移動制御ソフト
ウエアを有する。マイクロプロセッサへの指令は、オペレータによって、インターフェー
ス２５のキーボード２７を介して入力される。操作パラメータ及びその他の情報はモニタ
ー２６上に表示される。
【００２５】
　患者３０は、胸の組織３５の手術のために選ばれているが、胸は自発的な心臓の動き及
び呼吸筋の動きの影響を受ける。非自発的な呼吸事象の影響を防ぐために、患者は一般的
な麻酔状態に置かれている。組織３５の動きは、組織３５から至近距離にある皮膚に付け
られたマーカー３２に焦点を合わせたビデオカメラ３３によってモニターされる。このカ
メラ３３からの画像データは、ビデオケーブル３４によって中央ユニット２に伝送される
。ビデオカメラ３３の代わりに、例えば、レーザードップラー探子を使用することができ
る。組織３５の三次元的な動きの補正において要求される、マーカー３３の空間位置を求
めるためには、２台以上のビデオカメラからの画像が供される必要があろう。患者の心臓
の活動をモニターするために、ＥＣＧ電極３６、３７、３８が患者３０の脇の下と左足に
取付けられる；そのリ－ド線はバス３９を介して制御ユニット２に接続される；これに代
わって、電極３６、３７、３８を患者の胸に取付けることもできる。しかしながら、患者
又は動物の胸の上に置かれた単一の電極で、心臓の活動の開始を記録するのに通常は十分
である。更に十分な情報を得るために、追加のＥＣＧ電極を適切な場所に取付け、制御ユ
ニット２と接続することができる；しかしながら、分かり易くするためこれは図中に示さ
れていない。
【００２６】
　図２においては、図１の位置決めテーブル１の患者又は動物の台３が、動物３０’をそ
の上に配置した状態で示されている。動物３０’の足が、クランプ４０におけるスリット
４１を通って延びているボルト４２によって、台３のねじ付き穴に搭載された４つのクラ
ンプ４０によって台３に固定されている。この配置によって、動物３０’が台３の上に固
定される。クランプの設計及びねじ４２をとめるための穴の列（示されていない）を供す
ることによって、動物３０’を台３の上の所望の位置に固定することができる。組織３５
’は、台３の面内における、神経的に誘発される又はその他の自己要因による移動が、図
１に関して説明したように、油圧シリンダー９、１０、１１、１２によって防がれる。
【００２７】
　図２Ａにおいては、図１の位置決めテーブル１の患者又は動物の台３が、動物３０’’
をその上に配置した状態で示されている。動物３０’’の足の３本が、ボルト６２がその
中を通って延びるスリット６１を備えたクランプ６０、６３、６４によって台３に固定さ
れている。ボルト６２は、台３の上面に配置されたねじ付き穴（示されていない）の列の
選ばれた穴中に搭載される。動物３０’’の４番目の足は、クランプ４５、４６によって
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Ｕ字形をした内部枠４３の底板４４に固定される。内部枠４３は、滑走するように台３の
上に配置され、Ｕ字形をした外部枠４７の足に搭載された油圧シリンダー４８、５０によ
って、その足と直交する反対方向に移動させることができる。外部枠４７は、ボルト５２
によって台に搭載され、そして内部枠４３を囲んでおり、その上で油圧シリンダー４８、
５０のピストンロッド４９、５１が作動する。油圧シリンダー４９、５０は、油圧シリン
ダー７、８、９、１０によって供される台３の粗移動と協調して内部枠４３の精密調整移
動を行うために設計されている。このことによって、クランプされた足における問題の組
織４４が、神経的に誘発される又はその他の自己要因による移動から保護される。
【００２８】
　ここで、図４及び５を参照する。図４の構成図は、本発明の位置補正システムの実施態
様の概略を示す。哺乳動物Ａは、水平支持体ＳＵＰの上に固定される。この哺乳動物の組
織Ｎは、手術、生検、照射などの間動くことを防がなければならない;組織Ｎが大動脈の
近くにあるため、組織Ｎは、心臓周期中の動脈の膨張収縮の影響を受け、その結果移動す
る。組織Ｎの動きは、組織Ｎの極く近傍の皮膚上に配置されたマーカーＭに焦点を合わせ
たビデオカメラによってモニターされる。ビデオ信号がビデオプロセッサに送られ、その
中で画像が解析され、マーカーＭの座標が求められて更新され、それがマイクロプロセッ
サのメモリー中に保存される。これに追加的に又はこれとは独立に、マイクロプロセッサ
は増幅されたＥＣＧ信号データを、哺乳動物Ａ上に搭載された１組の電極Ｅ（１つだけ示
されている）から受ける。この信号データが、マイクロプロセッサ中に組込まれているＥ
ＣＧ解析ユニットにおいて解析され、心電図を得る。この心電図は、前もって現れるＱ波
のような選ばれた事象に対する専用のソフトウエア／ハードウエアによって調べられ、こ
のようにして左心室の収縮を予測する。このＱ波の同定が引金となり、マイクロプロセッ
サがＸ及び／又はＹモータースイッチに指令を出し、支持体ＳＵＰ上で作動し、ｘ、ｙ面
におけるその適切な移動をもたらす１対のモーター手段Ｘ、Ｘ’及びＹ、Ｙ’の一方をス
タートさせる。この移動の距離と方向は、それが生じる時間間隔に亘る移動を補正するよ
うに、ビデオによって記録されたマーカーＭのそれ以前の移動に基づいている。モーター
手段Ｘ、Ｘ’；Ｙ、Ｙ’は、例えば、電気モーターであり得るが、流体によって移動し得
る、空気圧シリンダー中の電気的流体ポンピング手段とピストンの組合せが好ましい。こ
の対になったモーター手段は反対方向に作動する。もし、モーター手段が電気モーター、
特に、ＤＣステップモーターを含む場合は、その極性が容易に変えられるため、両方向へ
の線形移動に対して１個のモーターで原理的に十分である。しかしながら、精密で、かつ
最も重要な迅速な移動を必要とするならば、１対のモーター手段の使用が推奨される。必
要な場合は、ｘ、ｙ面に直交する（垂直方向の）ｚ方向への移動は、Ｚモータースイッチ
を介して、Ｚ、Ｚ’モーター手段の活性化によってもたらされる。組織Ｎは、支持体ＳＵ
Ｐを用いて移動される。そうすることによって、組織Ｎは、例えば、手術装置又は照射源
に対して、空間におけるその位置を保つ。ＥＣＧデータは、収縮期の開始を予測する情報
を含む。心筋の収縮源は、心臓の伝導系の電気的活動である。従って、ＥＣＧデータは「
源活動データ」と呼ばれてもよい。マイクロプロセッサは、位置データ（ビデオデータ）
と、増幅され解析された源活動データ（ＥＣＧデータ）を関連付けて、予測対応を提供す
る。位置データと源活動データの間の予測対応は、支持体ＳＵＰの移動をもたらすモータ
ー手段Ｘ、Ｘ’；Ｙ、Ｙ’；Ｚ、Ｚ’を制御するために使用される。位置データは、マー
カーＭのビデオモニターによって連続的に更新され;更新されたデータは、マイクロプロ
セッサのメモリー内に保存されている位置データと比較される。もし、更新されたデータ
と保存されているデータの間に差異が認識された場合、位置データと源活動データの間の
関係、その結果としての予測対応を訂正するために、更新データが使用される。このよう
にして、例えば、微小体積の変化又は呼吸の干渉に対処することができる。マイクロプロ
セッサ内に保存されているソフトウエアは、隣接する軟質組織の慣性によって引き起され
る組織Ｎの移動中の遅延効果を最小化するため、モーター手段の加速と減速を制御するア
ルゴリズムを含む。
【００２９】
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　これに代わって、組織Ｎを移動させる恐れのある呼吸筋の収縮が、関連する神経（類）
の電気的活動をモニターすることによって予測でき；その目的のための好適な埋込み可能
な電極が、従来技術において公知である。呼吸運動の筋肉内心電図（ＥＭＧ）の記録を、
吸気段階において収縮する筋肉グループ、特に、吻側胸骨肋間筋、胸鎖乳突筋及び横隔膜
筋、及び呼気段階において収縮する腹筋グループから、特に腹直筋、斜内部腹筋、斜外部
腹筋、横断腹筋及び肋間筋、特に三角胸骨から、実施することができる。本発明における
使用に好適な、呼吸に関与する筋肉からＥＭＧ記録を提供する方法が、Grandeviaら、J.P
hysiol、573:263-275、2006に開示されており、この文献は、参照することにより本明細
書に取り込まれている。これらの筋肉のいくつかからの表面記録は、本発明の方法におい
て使用されてもよいが、それらのＳ／Ｎレベルは筋肉内記録よりもはるかに低いため、好
ましくない。
【００３０】
　患者又は動物の、通常の並びに異常な神経状態において、骨格筋における震えが起こる
ことがある。震えは骨格筋の周期的な収縮及び緩和であり、移動を防ぐべき組織に伝達さ
れ得る。８から１０Ｈｚの周波数の生理的震えは、物理的に活動的な又は非活動的な健康
な人において起こる。基本神経節及び小脳のような神経系のある領域の損傷が、物理的に
活動的状態の及び安静状態の人又は動物の両者において、震えを著しく増大させる。その
ような損傷によって起る震えは、生理学的震えの周波数範囲外の周波数で起こり得る。震
えを補正するために、影響を受ける骨格筋におけるＥＭＧが、好ましくは、筋肉内に挿入
された１つ又はそれ以上の電極を介して記録される。そのような電極は市販品として入手
することができ、そして臨床的に使用されている。
【００３１】
　内部器官、例えば、胃、腸及び膀胱の動きはしばしば周期的に起こる。そのような場合
、そのような筋肉、殆どの場合は平滑筋の電気的活動は、１つ又はそれ以上の電極を筋肉
中に挿入することによって、又はそれらを筋肉の近くに配置することによって記録するこ
とができる。骨格筋において使用される又は神経系において使用される電極は、平滑筋か
らの記録のために使用することができる。
【００３２】
　神経系において筋肉の活動を誘発する信号は、その活動の数ミリ秒だけ、時には３０～
１００ミリ秒だけ前に起こる。ある状況では、神経系からのそのような信号を、個々の筋
肉から発せられる信号の代わりに又はそれに追加して記録することが有利である。神経系
からの記録は、震えを引き起すモーターの中心に埋め込まれた電極によって、又はモータ
ー神経からなされ得る。好適な電極は市販品として入手することができる：それらは、白
金、金、ステンレス鋼又は好適な合金の細いワイヤを含み又はそれらから成ることができ
るが、また例えば、電気伝導性ポリマーから成ることもできる。これらの電極は、抹消神
経への外科手術又は経皮的挿入によって、神経系中に埋め込むことができる。
【００３３】
　図６は、本発明のシステムの別の実施態様の構成図である。図４に例示されたシステム
の要素とは異なる要素のみを述べる。支持台ＳＵＰ上に固定された哺乳動物ａの深部組織
ｍの動きは、隣接組織と境界を接する皮膚表面上のマーカーの、直接又は間接ビデオによ
るモニターによっては把握できない。マーカーｍは組織ｎ中に埋め込まれている。マーカ
ーｍの位置は、組織ｎを超音波探子で掃引することによってモニターされる。反射された
超音波信号が超音波画像処理装置に供給され、そこで一連のデジタル化された二次元画像
に変換される。マーカーｍの正確な位置をもたらす三次元画像が、異なる視線からの一連
の二次元画像から創出される。こうして得られたマーカーｍの位置データは、ビデオによ
って得られるマーカーＭの位置データに対して上述したように、マイクロプロセッサ内の
ＥＣＧ源活動データと関連付けられる。
【００３４】
　図７に示される本発明のシステムの実施態様は、マーカーｍが埋め込まれている組織ｎ
のミクロスケールの移動を補正するための配置の１例である。図４及び／又は６に既に存
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在する要素の説明のために、これらの図を参照する。組織ｎは顕微鏡中で拡大されて可視
化される。組織ｎにおけるマーカーｍの位置データは、スプリットビーム顕微鏡に搭載さ
れたレーザードップラー振動測定マイクロ探子によって採取される。レーザードップラー
探子からの信号はレーザー振動測定機中で復調され、そこから位置データは中央マイクロ
プロセッサユニットに移送される。ＥＣＧと呼吸ＥＭＧ探子（Ｅ；Ｆ）によって採取され
た源活動データは、ＥＣＧとＥＭＧ信号増幅器にそれぞれ移送される。増幅された信号は
中央マイクロプロセッサユニットに供給され、そこで解析され、そしてビデオによって得
られるマーカーＭの位置データに対して上述したように、マーカーｍの位置データと関連
付けられる。モーター対Ｘ、Ｘ’；Ｙ、Ｙ’；Ｚ、Ｚ’がそれぞれのモータースイッチを
介して作動させられ、心臓と呼吸に関わる筋肉組織の活動によって引き起されるその移動
を補正するように、組織ｎがその上に固定されている支持体ＳＵＰを移動させる。
【００３５】
　一若しくは二次元、又は三次元空間における動きから避けられるべき組織の補正的移動
を制御するための、センサー及びビデオからの入力データを解析するためのソフトウエア
の重要な性質は、モーター油圧手段又は電気のような移動手段への指令に使用される最後
に受信した入力データと、それに対応する指令との間の時間差が非常に短く、例えば１又
は２マイクロ秒乃至それより短くなるよう、入力データが非常に短時間に、例えば１ミリ
秒以下で処理されなければならないという点である。オペレータが信頼することができる
補正的移動は、通常、前もって検量されなければならない。典型的な検量には約１０分掛
かるが、１分という短時間であってもよい。検量によって、オペレータは、源信号と、例
えば、ビデオ又は超音波によって測定された問題の組織の動きの間の関係を確立する。次
いで、前述の検量に基づく１つ又はそれ以上のアクチュエーターによる組織の補正的移動
が、オペレータ及び／又はソフトウエアによって最適化される。オペレータは、画面上の
若しくはプリントアウトデータによる、又はその他の如何なる適切な方法によっても、最
適化プロセスに従うことができる。第２の段階において、最適化された補正的移動データ
は、次いでマイクロプロセッサ内のメモリーに保存される。１つ又はそれ以上のアクチュ
エーターへのソフトウエアによる指令は、生の入力データ及び／又は既に解析されそして
修正された、又はそうではない保存されている入力データによって予測される組織の動き
の鏡像である。
【００３６】
　この二段階検量に続いて、呼吸／吸気活動及び心室／心房の心臓の活動の開始の信頼で
きる検出のための規範が決定される。そのような決定の信頼性は、採取位置データと源活
動データが採取されてメモリー内に保存される間の採取時間の長さと共に増大する。これ
らのデータから、補正的移動のよりどころとなる源活動データに対する閾値又は閾値プロ
ファイルが計算される。次いで、この閾値又は閾値プロファイルが源活動データセンサー
によってモニターされる。マイクロプロセッサによるアクチュエーターへの補正的移動指
令が、マイクロプロセッサによって記録されたこの閾値によって又は同定された閾値プロ
ファイルによって誘発される。問題の組織の動きには経時的にずれがあり得るため、ずれ
をモニターし、もし検出されたら、閾値を再設定するか又は閾値プロファイルを修正する
マイクロプロセッサ内ソフトウエアによって、そのずれを補正することが重要である。閾
値又は閾値プロファイル値に影響を及ぼす源活動データの潜在的ずれをモニターして、そ
のようなずれを補正することも重要である。誤差信号、即ち、ビデオ又はその他の位置デ
ータモニター手段によって記録された、問題の組織の予測される移動パターンからのずれ
の信号が、予測される組織の動きのパターンを更新するために使用される。この予測され
る組織の動きのパターンを徐々に改善し、そうすることによってこのパターンにおける大
きな振動を避けるために、この予測される動きのパターンの更新を小さなステップ、例え
ば、各々の更新サイクルに対して、誤差信号の５％以下で行うことができる。この予測さ
れる組織の動きのパターンの補正は、ソフトウエアによって、以下のような補正サイクル
で実施される。そのような更新に使用される誤差信号のパーセントは、オペレータによっ
て設定することができ、又はソフトウエア内に一体化することができる。この予測される
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動きのパターンの更新は、フィードバック信号、即ち、ビデオ又はその他のデータモニタ
ー手段によって記録された、問題の組織の予測される移動パターンからのずれの信号の大
きさを、それより前に定めた積極的是正モデルに関連付けて測る、Kalmanフィルターの手
段によっても実施することができる。問題の組織の予期せぬ大きな動きの場合には、アク
チュエーターの移動を、その予期せぬ動きが生じた時間間隔の連続した分割に制限するこ
とができる。源活動振幅データにおいて顕著な変化が生じた場合、これによって積極的是
正を段階的に更新し、その結果、周期的動きの振幅を予測するために源活動データを使用
することができる。源活動データ振幅データを使用すると、アクチュエーターによる是正
的補正移動を比例的に測定することが可能となる。１つ又はそれ以上の方向への精密移動
と粗移動に対して別々のアクチュエーターを使用する、本発明の装置の１つの態様におい
ては、精密移動と粗移動のレベルの両者において、積極的是正をそれに対応して更新する
ことが必要である。
【００３７】
　問題の組織の位置は、市販品として入手可能な探子を用いても測定することができる。
１つの例は、組織の上に配置されたマーカーから又は組織から反射された光を検出する光
ファイバー探子（MTI-2100 Fotonic Sensor, MTI instruments社製）であり、それによっ
て、ナノメーター範囲における移動が検出でき、モニターすることができる。問題の組織
から短い距離に配置されたこの種の探子を２個又は３個使用することによって、面内又は
空間内の組織の移動をモニターすることができる。また従来技術として知られており、そ
して組織の位置のマイクロメーター範囲での測定に有用なものとして、レーザー三角測定
及びレーザードップラー技術がある。
【００３８】
　本発明の方法及びシステムにおいて使用するための、２０ＭＨｚまでの周波数で移動す
るミクロ構造上の精密測定用のレーザードップラー装置には、ＭＳＶ－０５０手動顕微鏡
アダプター及びＭＳＶ－１００遠隔制御顕微鏡アダプター（Polytec社製、Waldbronn, Ge
rmany）がある。マクロ構造の移動測定用としては、同社製のＣＬＶ－３Ｄコンパクト３
－Ｄレーザー振動測定器及びＰＳＶ－４００－３Ｄ走査型振動測定器を使用することがで
きる。
【００３９】
　動物の脳及び脊髄の機能を調べるには、神経活動及び神経構造をモニターするために、
共焦点又は多光子共焦点顕微鏡を使用することができる。しかしながら、鼓動する心臓及
び呼吸の影響で、この種の顕微鏡によって得られる画像の解像度は著しく低下する。安定
化させなければ、ニューロン、例えばシナプス、のマイクロメーター範囲のより精密な詳
細は可視化できないと思われる。呼吸と鼓動する心臓に起因する周期的な動きに対して、
本発明の方法及びシステムによって補正することにより、これらの動きをかなりの程度に
補正することができ、光学的解像度をそれに応じて増大することができる。
【００４０】
　本発明に従う、一次元、二次元又は三次元における組織の安定化のための別の例は、直
径が１０－６ｍ未満の超精密電極チップによる神経活動の記録である：この場合、問題の
組織は外科手術を受け、１つ又はそれ以上のミクロ電極が、剛体枠に取付けられたミクロ
マニピュレータによって、神経系内に挿入される。心臓の鼓動又は呼吸に起因するこの組
織の、ミクロ電極に対する相対的な動きによって、電気的ノイズが生じて、影響を受けた
ニューロンからの記録を損ない又は妨げる程に、ニューロンを損傷することさえあり得る
：本発明の方法によって、この危険性は取り除かれ、又は少なくとも実質的に低減される
。
【００４１】
　位置検出器は好ましくは問題の組織の近くに配置される。位置検出器の小型化により、
単独神経細胞の動きさえも追跡することが可能になる。動物は、図１及び２の実施態様の
患者支持テーブルに原則として対応して、本発明の動物支持テーブルの台の上に置かれ、
必要ならば、完全に又は部分的に台の上の所望の位置に、台の上面に搭載された固定用枠
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しくはその他の体の部分がそこに置かれ、それによって保持される。問題の体の部分にお
ける問題の組織の移動は、本発明の位置決めシステムを含む電気的又は油圧式アクチュエ
ーターによって補正される。この配置は、動物における筋肉活動に起因する組織の移動に
よって、組織の画像解像度が全く又は殆ど損なわれない条件下で、共焦点又は多光子共焦
点顕微鏡による神経組織の研究を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
　本発明を、図に例示されている多くの好ましい実施態様を参照しながら以下に説明する
。
【図１】本発明の位置決めシステムの第１の実施態様の斜視図である。
【図２】図１のシステムの患者又は動物支持テーブルの上面図であり、動物が固定された
関係でテーブル上に配置されている。
【図２ａ】図１のシステムの患者又は動物支持テーブルの上面図であり、動物が、テーブ
ル上に載せられた枠に対して固定された関係でテーブル上に配置されている。
【図３】図１における、図２の患者又は動物支持テーブルの台の支持部である。
【図４】本発明のシステムの別の実施態様の構成図である。
【図５】本発明の方法の実施態様の構成図である。
【図６】本発明のシステムの第３の実施態様の構成図である。
【図７】本発明のシステムの第４の実施態様の構成図である。
【符号の説明】
【００４３】
１：テーブル
２：移動制御ユニット
３：台
４：支持体
３０：患者 
３２：マーカー
３３：ビデオカメラ
３５：組織
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